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Ⅰ 適切な管理運営の確保 

 １ 施設の設置目的、基本方針等 

 施設の設置目的及び管理の基本方針の達成に向けた取組がなされているか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ａ 

・市場の運営については、これまでと同様

に、会津若松市公設地方卸売市場条例及び

施行規則、並びに関係法令等を遵守し、設

置目的に沿った運営を行うことができた。 
 

・消費者へ安全・安心な生鮮食料品を提供

できる体制の充実のために、施設の適切な

維持管理や警備態勢を整え、諸問題の発生

を防止するとともに、市場内事業者と連携

を取りながら、市場業務の円滑化と効率的

な管理を行った。 

 

・新型コロナウイルス感染症が５類感染症

に引き下げられたが、需要量の減など影響

は残ったものの、予定していた事業は着実

に行われ、「生鮮食料品の安定的な供給」と

いう設置目的は達成することができた。 

 

・施設利用者の安全・安心を確保するた

め、各施設の専門業者による法定点検や、

定期的な巡視による状況確認を行い、適切

に施設を管理した。 

 

・特定の個人や団体に偏ることがないよ

う、十分に配慮すると共に、取引の公平性

や透明性の確保のため、監視と指導に努め

た。 
 

 

・施設の設置目的の理解度 

・施設の設置目的の達成度 

・基本方針の明文化 

・基本方針の周知状況 

・平等利用の確保 

 

最終評価 所見 

 

Ａ 

毎営業日、臨時休場することなく欠かさ

ず開場しており、市民への食料供給機能を

果たしている。 

施設の安全性を確保し、運営の確実性を

担保するため、積極的に修繕に取り組んで

おり、法定点検のほか、職員による巡視等

により、問題の早期発見に取り組んでい

る。 
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市条例等関係法規についても十分に理解

し、公平性を意識しながら指定管理業務に

臨んでおり、各種許認可や場内施設修繕箇

所対応等、特定の者に偏ることなく、平等

利用の確保が図られている。 

 今後は、新型コロナウイルス感染症流行

以前に実施していた市場活性化につながる

イベント等の開催について検討を進められ

たい。 

 

 ２ 適切な管理の履行 

 開館時間、個人情報の管理、定期報告等は、仕様どおり遵守されているか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ａ 

・開場時間については、市場条例並びに、

協定書に定められている時刻及び市場休開

市日に従って適切に対応した。 

特に、効率的な運営を図る上でセリ開始時

刻の変更については、買参人及び市場業者

からの要望に基づき、市の承認を得て柔軟

に対応した。 

 

・販売開始時刻の変更については、文書並

びに掲示板、ホームページを活用し広く周

知した。 

また、市場休開市日については、毎年同

様、市場暦を作成し市場関係者へ配付し

た。 

 

・個人情報の保護については、個人情報保

護法を遵守し、個人情報が漏れることがな

いよう適切な管理を行うとともに、個人情

報を含む廃棄文書は、速やかにシュレッダ

ー等で処分した。 

また、PC については、ウイルス対策ソフ

トを使用し適切に運用した。 

 

・市に対する定期報告については、指定管

理者協定に従い、前年度分の事業報告書及

び四半期ごとの事業報告書を遅滞なく提出

した。 

 

・供用時間、開館日の遵守 

・供用時間等を変更した際

の利用者への周知、市へ

の承認 

・個人情報の適切な管理 

・適切な定期報告 
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最終評価 所見 

 

Ａ 

開場時間及び販売時刻、休開市日につい

ては条例を遵守している。買参人及び市場

事業者からの要望を受け、市にせり時間変

更の承認申請を行った。 

周知についても、場内掲示板、ホームペ

ージの活用により広く周知を行ったほか、

市場暦の活用により開場日の周知に努めて

いる。 

個人情報の取扱いについては、法令等を

遵守しており、買参人の情報等、個人情報

に類する書類については、適切に保管され

ており、インターネット利用についてもウ

イルス対策ソフトにより管理の徹底を図っ

ている。 

 定期報告については、時期・内容ともに

適切に行われている。 

 

 

 ３ 職員の状況 

 職員の勤務形態、人員体制は適切か、また、職員による利用者への接遇は良好か。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ａ 

・人員体制については、事業計画書に基づ

いた常勤専任理事・正職員3名の適切な人

員配置と役割分担を明確にしながら、管

理運営業務を実施した。 

 

・勤務体制については、過度な超過勤務は

行うことはなく、労働基準法並びに就業

規則に基づき適正な労務管理を行った。 

 

・職員の接遇については、独自に作成した

接遇マニュアルにより、適正かつ公正な

接遇に努めた。 

服装については、相手に不愉快な思いを

与えないように心掛け、場内での作業時

においても、支給された作業服を着用し

施設の管理者であることを明確にした。 

 

 

 

・計画に沿った人員配置、

役割分担 

・超過勤務の有無 

・職員の接遇、服装 
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最終評価 所見 

 

Ａ 

適正な人員配置と役割分担、勤務ローテ

ーションの実施に努めており、時間外の実

施も必要最低限で済んでいるなど、労働基

準法に基づいた労務管理が行われている。 

職員の接遇については、定期的な勉強会

を実施するなど、接遇技術・意識の向上を

図る取組みを行っており、利用者からの苦

情も寄せられておらず、今後も引き続き接

遇意識の向上に取り組まれたい。 

 また、職員の服装統一及び名札着用によ

り、市場内において施設管理者である職員

を容易に認識することができるようになっ

ている。 

 

Ⅱ 利用者サービスの維持向上 

 １ 利用状況 

 利用の実績、施設の稼働率に向上が見られるか。あるいは減少した場合は合理的な理由が

あるか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ａ 

 

・市場関係事業者数（令和 5年度 4月現在） 

 

卸売業者 青果部(2 社) 水産物部(2 社) 

     花き部(1 社) 

 仲卸業者 青果部(4 社) 水産物部(2 社) 

 関連事業者 ７社 

 

買受人 青果部  (113 人) 

水産物部 ( 90 人) 

花き部  ( 72 人) 

 買出人 青果部  (359 人) 

水産物部 (278 人) 

花き部  (132 人) 

 

・令和 5 年度 開市日数 

  青果部・花き部(253 日) 

  水産物部(254 日) 

 

 

 
 

 

・利用者数 

・稼働率 
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最終評価  

 

Ａ 

市場取引の参加者である買参人の数は、

令和５年４月時点で延べ1,044人であり、前

年度と比べ 16人の減となっている。 

 会津地域における人口の減少や流通経路

の多様化等の事由により、厳しい状況は続

くものと予想されるが、会津地方の消費者

に対し、生鮮食品を安定的に供給する流通

機構としての役割を維持するためにも、市

場活性化に向けた取組みについて市場内事

業者をはじめとする関係者や市と連携を図

りながら推進されたい。 

 

 ２ サービス内容の向上 

 利用者サービスの向上のための取組を行っているか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

A 

・受付窓口においては、買出人申請者等へ

の説明の際、情報の整理を行い、資料等を

用いて分かりやすく丁寧に対応した。 

また、利便性の向上を図るために、本来の

受付開始時間にこだわることなく、早朝の

対応などできる限り利用者の希望に合わせ

対応した。 

 

・見学者の対応については、資料を作成し

た。特に市場には特有の言葉が多々あるこ

とから、文字にルビをつけ、分かりやすい

資料を作成して、丁寧な対応を行なった。 

 

・電話対応については、相手と憶測で話さ

ないことや安易な約束はしないことを基本

とし、言葉遣いなどに注意を払い、管理者

として丁寧な対応に努めた。 

・提案内容の履行については、環境問題へ

の取り組みとして、SDGs を念頭に外灯や業

者事務所照明の LED 化を進め、市場内業者

に対しても、LED化を推奨した。 

・駐車場等のアスファルト路面補修を行

い、商品の劣化防止や積込作業等の利便

性・快適性の向上を図った。 

 

・受付窓口（掲示板等）の

状況 

・利便性向上の取組 

・見学への対応 

・電話応対 

・提案内容の履行の状況 

・利用者サービス向上のた

めの柔軟な供用の実施 
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・ホームページからも市場の情報や毎日の

市況・入荷予定数量等を閲覧できるように

した。 

また、毎月の休市日の更新と併せて、年間

の休開市日暦をカラー・モノクロの両方で

ダウンロードできるようにしている。 

 

・場内のサイネージを利用し、情報を毎日

更新、市況等の周知を行っている。 

・会議室の利用についても、利用者のニー

ズに応じた利用ができるように柔軟に対応

している。 

 

・買参人等の利便性の向上を図るため、早

朝に巡回を行いながら、買参人等の専用駐

車場の確保や秩序を維持した。 

最終評価 所見 

 

Ａ 

場内事業者と積極的にコミュニケーショ

ンをとり、日々の情報交換の中で、場内設

備の状況を把握しているため、問題が発生

した場合でも、スピード感を持った対応が

できている。 

受付窓口、電話対応ともに懇切丁寧な対

応がとられており、利用者に必要な情報が

伝えられるよう配慮されている。また、早

番の職員による利用者等への対応など、利

用者サービスの充実を図っている。 

場内照明のLED化に積極的に取り組んでい

るほか、事業者に対する啓発活動にも取り

組んでおり、市場全体のLED化を着実に進め

ている。 

デジタルサイネージやホームページの活

用による情報提供や駐車スペースの確保な

ど、買参人等の利便性向上に取り組んでい

る。 

 施設使用に係る要望については柔軟に対

応しており、施設使用者の利便性向上が図

られている。 
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 ３ 利用者からの意見抽出、苦情等の処理 

 利用者が意見を述べやすい環境を整備しているか、また速やかに対応できる体制を整備し

ているか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

S 

・利用者からの要望については、職員が毎

日早朝勤務で場内の巡回を行った際に、

施設の不具合、クレーム、要望、提案な

どを利用者の方々から直接聞き取り、現

場の声を速やかに把握した。 

特に、施設設備等の不具合が生じた場合

は、早急に現場を確認し、即日に修繕を

手配した上で各事業者に対応方針を説明

するなどスピード感をもって対応した。 

 

・要望等が出された際には、職員全員で情

報を共有、対応策等を検討し、さらに、

苦情等の内容によっては、市の担当者に

報告、判断を仰ぐなど、適切に対応し

た。 

 

・意見受付窓口等の設置 

・意見、苦情等の記録 

・苦情等への対応状況 

最終評価 所見 

 

Ｓ 

窓口対応や早朝からの場内巡回による市

場関係者や警備員等からの苦情・要望の聞

き取りに積極的に取り組んでおり、職員全

体で情報を共有しながら対応が図られてい

る。 

 市場内の設備が故障した場合において

も、速やかに現場確認を行い、修繕に向け

た対応を開始するなど、卸売市場の役割を

深く理解し、迅速な対応に努めている。 

 寄せられた問い合わせについては、速や

かに組織内で情報共有することができてい

る。必要に応じて市へも報告し、連携した

対応に努めている。 
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 ４ 広報、ＰＲ活動 

 積極的な広報、ＰＲ活動を行っているか。また、その内容は適切か。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ａ 

・市場パンフレットを現状に合わせて訂正

した上で、視察者及び会社の研修会等の

資料として活用している。 

 

・新たな情報提供等については、随時ホー

ムページの更新を行い、さらに、利便性

を高めるため、市場内業者が設けたホー

ムページと相互リンクができるようにし

ている。 

 

 

・広報誌、ＰＲ誌等の作成 

・チラシ等の作成 

・ホームページによるＰＲ 

・情報提供のパンフレット 

 

最終評価 所見 

 

Ａ 

作成した市場パンフレットを積極的にご

活用いただき、市場のＰＲ及び、市場活性

化に取り組まれたい。 

ホームページについても、多数の関係者

や市民に対し情報を届ける事ができる媒体

であることから、引き続き更なる充実化に

取り組み、市場の認知度向上に取り組まれ

たい。 

 なお、新規事業者が新たに入場した際

は、入場者の紹介について迅速に取り組ま

れたい。 

 
 



                            

指定管理者評価シート         
令和 5年度 （公設地方卸売市場） 

  

 ５ 自主事業の実施状況 

 計画した事業が適切に実施されているか。また、内容は効果的なものであったか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ｓ 

・計画した事業については、「清潔できれい

な市場づくり」という観点から、今年度

も市場内に花苗の植栽を年 2 回実施し、

花壇の緑化に努めた。 

 

・今年度も、市の公共施設に対する緑化推

進の一環から、市場入口周辺及び管理事

務所等には、市から提供された花苗で花

壇を作り、市場の環境美化に効果を上げ

ている。 

 

・会津若松市農業振興協議会との連携によ

る、あいづ食の陣参加店舗を対象とした

市場内見学ツアーを開催し、参加者の中

から買参人へ登録を行った者もいた。 

 

・計画事業の実施の有無 

・事業の効果 

・ニーズの把握、反映 

・事業の改善の取組 

 

最終評価 所見 

 

Ａ 

市場内への植栽等を通じた清潔な環境づ

くりに努めており、市場のイメージアップ

とともに、事業者に対する環境整備の啓発

普及が図られている。 

新型コロナウイルス感染症の流行以後、

中止が続いている食品衛生講習会につい

て、事業者の食品衛生に係る意識向上は非

常に重要であることから、再開について検

討されたい。 

 また、それ以外の講習会や学習会につい

ても、市場関係者からの要望を踏まえ、必

要性や状況を考慮しながら企画・実施に努

められたい。 

 市場活性化を図るためにも利用者増加の

取り組みは今後も継続して取り組まれた

い。 
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Ⅲ 維持管理 

 １ 施設、備品等の適切な維持管理 

 施設、備品等が適切に管理され、良好な状態に保たれているか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ｓ 

・市場施設の保守点検等については、各施

設の経年劣化による老朽化が進んでいる

ことから、利用者の安全・安心の確保と

施設使用者の営業に影響しないことを第

一と考え、市内の専門事業者へ委託して

適時、適切に実施した。 

 

・利用者に影響を与える不良箇所の修繕や

突発的に発生する故障には、必要に応じ

市と協議し、速やかに対応した。 

 

・備品については、市と協会との区分の明

確化を図りながら、変更等があった場合

には速やかに市に報告するなど、適切に

管理した。 

 

・花き棟への連絡道路の桜や花き棟周辺の

樹木が繁茂し、通行障害や倒木が予測さ

れたことから、職員により支障木を処理

したうえで、伐採等の業者委託により対

応した。 

 

 

・施設の保守点検の実施の

有  

 無 

・施設の損傷の有無 

・備品台帳の整備状況 

・備品の損傷の有無 

・施設、備品の修繕の実施 

 状 

最終評価 所見 

 

Ｓ 

施設の保守点検は、関係法令のもと、仕

様書に基づき適切に実施されている。施設

の損傷箇所については、巡回時や場内業者

からの報告、または第三者委託による定期

点検等で損傷が確認された場合、すぐに修

繕に向けて対応を開始する等、迅速な対応

が図られており、本施設の設置目的、重要

性を深く理解しているものと伺える。 

施設の修繕等は 60件あり、その他防鳥対

策や配管詰まり解消等 45件は直営で修繕を

実施し、市場利用者の安全の確保・利便性

の向上に努めている。 

 備品については備品台帳により、適切に

管理されている。 
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 未使用地や法面に生い茂る樹木を利用者

の支障にならないよう伐採・剪定等により

適切に管理している。 

 

 ２ 清掃業務 

 清掃が適切に行われ、利用者が快適に利用できる環境が維持されているか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ａ 

・清掃業務については、利用者が常に快適

に利用できるよう、毎日の清掃を実施し

ており、消毒剤の設置など新型コロナ感

染予防対策を継続しながら、衛生的な環

境を確保した。 

特に食品を取り扱う上で、トイレの衛生

維持に留意し、便座クリーナーや薬用石

鹸等の確認並びに補充をしながら、利用

者の快適な環境を維持した。 

 

・市場内から発生するゴミの分別処理及び

グリストラップの清掃は、専門業者へ収

集・運搬・処分を委託し、法令を遵守し

適正に管理した。 

 

・市場内業者全員による一斉清掃は、毎月

第 3 木曜日に実施し、近年増加傾向にあ

る豪雨災害に備えて、施設周辺排水路の

点検をはじめ、側溝の土砂上げを必要に

応じて実施した。 

 

・花壇の管理については、随時、除草作業

や施肥、剪定、害虫駆除を行い、市場の

美観向上に努めた。 

また、降雪期は、樹木の保護のために雪

囲いを設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・清掃業務の実施状況 

・消耗品の補充 

・除草等の状況 

・庭園等の整備状況 
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最終評価 所見 

 

Ａ 

清掃業務については、毎営業日の清掃が

適切に実施されているほか、毎月市場事業

者による一斉清掃が行われ、衛生意識の向

上に寄与している。 

新型コロナウイルス等の感染症対策につ

いても、消毒液の設置等、適切な衛生管理

に努めており、卸売市場の食料の安定供給

機能を維持するためにも、継続して衛生管

理の徹底に取り組まれたい。 

除草や害虫駆除については、適切な時期

に実施されている。また、植栽、樹木剪

定、雪囲い等の作業についても、適切に実

施されている。 

 近年増加している豪雨災害への対策とし

て、施設内外の排水路の点検や側溝の泥上

げに取り組んでいる。 

 

 ３ 施設の安全性の確保 

 利用者にとって安心、安全な環境が維持されているか。また、事故、災害発生時の危機管

理体制は適切に構築されているか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

S 

・警備業務をはじめ、防災点検業務全般に

ついては、専門業者への委託により、仕

様書に基づいた万全の体制を整備した。 

また、受託者は、消防法や危機管理マニ

ュアルに基づき、場内外の巡回を実施

し、安全状態を確認している。 

 

・鍵の保管状況については、日中は職員が

管理を行い、職員退社後は警備員にメイ

ンキーの管理を依頼している。 

 

・非常時連絡体制等については、休日や昼

夜を問わず常に警備員と連絡が取れるよ

う、連絡網を整備し対応しており、 

令和５年度においては、落雷、警報の誤

作動などの緊急連絡を受け、休日や夜間

に職員が出勤し迅速に対応している。 

 

 

 

・警備体制の整備 

・巡回等の実施状況 

・鍵の保管状況 

・施錠の体制 

・非常時対応マニュアルの整

備 

・非常時連絡体制の整備、周

知 

・利用者への注意喚起 

・研修、訓練の実施状況 
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・利用者への注意喚起については、施設内

外の事故防止をはじめ、盗難防止や火災

防止、落雪注意等を呼びかける文書や看

板を定期的に配布・掲示し、安全確保に

努めた。 

 

・冬期間の積雪時除雪対応や路面凍結防止

対策を実施し、安全確保に努めている。 

 

・常に AED が使用できるよう、職員が点検

や操作方法の研修を受講して、緊急時に備

えている。 

 
 最終評価 所見  

 

 

 

 

 

 

 

S 

専門業者への委託による年間を通じた警

備体制の確保のほか、職員の巡回により部

外者の進入阻止や盗難の防止等に努めてい

る。 

鍵の管理については、市場内事業者や警

備員と連携し、漏れのない適切な施錠を実

施している。 

非常時の連絡体制についても、危機管理

マニュアルが整備されており、平日休日を

問わず地震等の各種災害が発生した場合に

おいても、被害状況の確認及び市への報告

を行う体制を有しており、実際に緊急連絡

が行われた際も職員が緊急対応することが

できている。 

冬期間については、スムーズな除雪作業

や融雪剤の散布等による凍結防止対策な

ど、冬季における適切な安全確保を実施し

ている。 

 AED の点検及び操作確認を定期的に実施

しており、有事の際にスムーズに AED を使

用できるよう職員研修が行われている。 
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Ⅳ 収支の状況 

 １ 財務状況 

 管理運営にあたり、適切な経理を行っているか。また、財務状況に問題は無いか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ａ 

・経理書類等の整備については、一般社団

法人に関する法律に基づいて、財務諸表

及び関係書類を作成している。 

この作成にあたっては、担当職員を置

き、常勤役員によるチェックを受けなが

ら、税理事務所の定期的な指導の下、伝

票管理や会計ソフトを利用した経理など

適正な会計処理を行っている。 

 

・通帳・印鑑は、鍵のかかる場所へ別々に

保管することで盗難等を防止している。 

 

・予算決算の乖離は無く、需用費や委託料

についても、ほとんど予算内で執行され

ており、不明瞭な支出もなく適正な執行

となっている。 

 

・コストの削減に努めたことにより、指定

管理料の範囲内での適正な執行であり、

外部監査は実施していないが、税理士に

よる指導を受け、適切に予算を管理して

いる。 

・経理書類等の整備状況 

・経理担当の設置の有無 

・伝票の保管状況 

・通帳、印鑑の保管状況 

・不明瞭な支出の有無 

・予算、決算の乖離 

・外部監査の実施 

・収支のバランス 

最終評価 所見 

 

Ａ 

法令遵守はもちろんのこと、経理担当者

の設置及び会計ソフトの活用により経理書

類や伝票等が適正に処理・保管されてい

る。通帳と印鑑は金庫に別々に保管されて

おり、適切な保管がなされている。 

会計監査人による監査は行われていない

が、監事より支出確認や監査は実施されて

おり、不明瞭な支出はなく、収支バランス

も適正である。 

指定管理者自体の運営も堅調であり、財

務状況に問題は見られず、安定した運営状

況が伺える。 

 繰越金については、市場活性化につなが

る事業等、市場全体の利益になるような形

での利活用を図られたい。 
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 ２ 利用料金の収入実績 

 収入の実績は伸びがみられるか。また、収入確保の方策は適切か。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ａ 

・収入実績については、市からの指定管理

料及び光熱水費徴収金等の諸収入による 

約 110,022千円の総収入の下で、各事業を

行うことができた。 

また、これ以外の新たな収入の確保は性

質上見込めないことから、支出を抑制す

るなど経費削減を積極的に行い、良好な

経営を持続している。 

 

 

・収入実績 

・収入の伸び率 

・収入確保に向けた取組 

最終評価 所見 

 

Ａ 

卸売市場特別会計自体の収入が減少傾向

にある状況を勘案すると、収入の増加を図

ることは難しい中、各種経費の削減に努め

つつ日々の経営を行っており、適正な経営

を行うことができている。 

 今後も、市場施設の管理運営の効率化を

図りながら、空き店舗の有効活用や新規事

業者の確保等、市場活性化に向けた取組み

を場内事業者や市と共に推進されたい。 
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 ３ 経費の節減 

 適切な経費の節減に向けた取組が行われたか。また、効果が現れているか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ａ 

・指定管理者として、利用者の利便性の向

上を図りつつ、経費の節減に努めた。 

特に、各業務委託の発注にあたっては、

参考見積りを取り、数社を指名し見積り

合わせを行い、経費を削減している。 

また、電気料金などが値上がりしている

ことから、照明のこまめな消灯やエアコ

ンの適正な温度管理等を実施するととも

に、照明器具の入替時には、LED 照明へ

の切り替えなど節電を図っている。 

 

・ゴミの減量化については、コピー時の両

面印刷や表面のリユース、メールによる

資料添付などのペーパーレス化を実践す

るとともに、会員各社に SDGs を呼びか

け、ゴミの削減とリサイクルを推進し

た。 

 

・市場内業者の方々に、省エネや環境コス

ト削減を意識してもらい、冷暖房の設定

温度や無駄な照明を消すことで、市場全

体での光熱水費の抑制を図った。 

 

・取組の有無 

・取組の効果 

最終評価 所見 

 

Ｓ 

警備や清掃等の業務については、複数業

者から見積を徴取したうえで業務を発注し

ており、効率的な事業遂行を図っている。 

照明設備のＬＥＤ化推進や、照明設備や

空調設備の適切な使用についての啓発を行

い、経費の節減及び市場内事業者の意識改

革についても、継続した取組みを行ってい

る。 

 環境コスト削減の取組みについても、リ

ユース紙の利用やペーパーレス化の推進等

を行うとともに、指定管理者だけでなく、

市場内事業者にも取組みを呼びかけること

で、市場全体に SDGｓの啓発に努めている。 
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Ⅴ その他 

 １ 市、関係機関及び地域との連携等 

 市、関係機関、地域との連携体制が適切に構築されているか。また、その他前記までの評

価に合致しなかった取組について評価を行う。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ａ 

・市場内で発生する様々な案件について

は、市と連携を取りながら、随時協議

し、適切な対応に努めた。特に早朝から

配送等が行われていることから、車両の

騒音防止をはじめ、ゴミ等が周辺の道路

や田んぼに入らないよう、指導と巡回を

強化した。 

また、県内の近隣市場とも連携し、必要

な情報を得るなど、適時適切な情報収集

にも努めた。 

 

 

・その他 

・特記事項 

最終評価 所見 

 

Ａ 

施設の管理運営や修繕に関しては、随

時、市との協議が行われ、担当者間でも密

情報共有を図るなど、連携強化に努めてい

る。 

地域との関係について、市場と隣接する

地域にごみや雑草等による迷惑がかからな

いよう、境界付近の状況を定期的に確認し

ているほか、市場内事業者に対しても配慮

を求めている。 

また、県内の近隣市場と連携し休市日の

情報等を交換するなど、連携を図ってい

る。 

 今後も、市や地域との連携に積極的に取

り組み、地域に根差した運営に努められた

い。 
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Ⅵ 総合評価 

 １ 総合評価 

 指定管理者として適切な管理運営を行っており、利用者サービスの向上や効率化が十分に

図られているか。 

自己評価 指定管理者コメント 評価の指標 

 

Ａ 

・指定管理者として、市場条例及び指定管

理者仕様書に基づき、施設の設置目的等

について、十分に理解した上で、これま

で培ってきた経験を活かし、市と適宜協

議・調整を行いながら、柔軟かつ適切な

管理に行い、確実に業務を全うすること

ができたと考えている。 

   

・施設の維持管理においては、年毎に施設

等の老朽化が進んでいることから、専門

業者による保守点検等を定期的に実施し

ている。 

この点検において、支障のある箇所が判

明した場合には、利用者の安全・安心を

第一に考え、緊急度・優先度を判断し、

速やかな修繕を行うとともに、事故等の

発生防止に努めてきたものである。 

 

・令和６年度からの３期目の指定管理業務

についてもこれまで培ってきた知識や経

験を活かし、利用者が安全に業務執行で

きることを第一に考え、老朽化の進行し

ている施設の改修や設備の更新を市と協

議・連携しながら取り組んでまいりた

い。 

 

 

 

最終評価 所見 

 

Ａ 

施設の設置目的や市場の役割などを理解

し、適切な運営に取り組んでいるものと伺

える。 

専門業者と協力の上場内の点検を行い、

老朽化した施設・設備の修繕や改修等を積

極的かつ速やかに実施するなど、機動的な

施設管理に努めており、休場することが難

しい卸売市場の特性を深く理解しており、

引き続き、市と連携を図りながら必要な施

設の修繕・改修について進められたい。 
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新型コロナウイルス感染症の流行により

頻度の減ったイベント等の市場活性化に繋

がる取組みについて、ICT 技術の活用も視野

に入れながら積極的な開催について検討さ

れたい。 

市場利用者の安全性と利便性の確保に長

年取り組んでおり、市場内事業者のみなら

ず市場利用者からの信頼も厚いものとうか

がえる。 

 今後についても、会津地方唯一の公設市

場としての役割や必要性を認識しながら、

市場の管理運営を行うとともに、更なる市

場活性化に向けて、取組みの推進に努めら

れたい。 
 

 

総合評価の算定方法 

① ⅠからⅤまでの各項目の最終評価を、次の基準により点数化します。 

 Ｓランク＝４点  Ａランク＝２点  Ｂランク＝０点  Ｃランク＝－２点 

 

例 （Ｘ財団）Ｓが４項目、Ａが 10項目、Ｂが１項目、Ｃが０項目の場合、得点は 36点 

  （ Ｙ社 ）Ｓが１項目、Ａが７項目、Ｂが３項目、Ｃが４項目の場合、得点は 10点 

 

② 次に平均点を算出します。 

 

例 （Ｘ財団） 得点 36点／評価項目 15項目＝平均 2.4点 

  （ Ｙ社 ） 得点 10点／評価項目 15項目＝平均 0.67点 

 

③ ②の平均点に応じ、次の区分により総合評価のランク付けを行います。 

 Ｓランク 平均点≧３点（ただし、Ｃランクが１項目でもある場合はＡランクとする。） 

 Ａランク ３点＞平均点≧1.3点 

Ｂランク 1.3点＞平均点≧０点 

Ｃランク ０点＞平均点 

 

例 （Ｘ財団） 総合評価 Ａランク     （ Ｙ社 ） 総合評価 Ｂランク 


